
春日部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び春日部市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （春日部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

第１条 春日部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１７年条例第３９号）

の一部を次のように改正する。 

 (1) 次の表中、改正前の欄の項又は号（以下「改正前の項等」という。）の表示及びそれ

に対応する改正後の欄の項又は号（以下「改正後の項等」という。）の表示に下線が引

かれた場合にあっては、当該改正前の項等を当該改正後の項等とする。 

 (2) 次の表中、改正後の項等に対応する改正前の項等が存在しない場合にあっては、当該

改正後の項等を加える。 

 (3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前 

（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務） （育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務） 

第８条の２ 任命権者は、次に掲げる職員が、規

則の定めるところにより、その子を養育するた

めに請求した場合には、公務の運営に支障があ

る場合を除き、規則の定めるところにより、当

該職員に当該請求に係る早出遅出勤務（始業及

び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うた

めのものとしてあらかじめ定められた特定の時

刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

第３項において同じ。）をさせるものとする。

第８条の２ 任命権者は、次に掲げる職員（職員

の配偶者でその子の親であるものが、常態とし

てその子を養育することができるものとして規

則で定める者に該当する場合における当該職員

を除く。次条第２項において同じ。）が、規則

の定めるところにより、その子を養育するため

に請求した場合には、公務の運営に支障がある

場合を除き、規則の定めるところにより、当該

職員に当該請求に係る早出遅出勤務（始業及び

終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うため

のものとしてあらかじめ定められた特定の時刻

とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第

３項において同じ。）をさせるものとする。 

２ 前項の規定は、第15条第１項に規定する日常

生活を営むのに支障がある者を介護する職員に

ついて準用する。この場合において、前項中「次

に掲げる職員が、規則の定めるところにより、

その子を養育」とあるのは「第15条第１項に規

定する日常生活を営むのに支障がある者（以下

「要介護者」という。）のある職員が、規則の

定めるところにより、当該要介護者を介護」と

読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、第15条第１項に規定する日常

生活を営むのに支障がある者を介護する職員に

ついて準用する。この場合において、前項中「次

に掲げる職員（職員の配偶者でその子の親であ

るものが、常態としてその子を養育することが

できるものとして規則で定める者に該当する場

合における当該職員を除く。次条第２項におい

て同じ。）が、規則の定めるところにより、そ

の子を養育」とあるのは「第15条第１項に規定

する日常生活を営むのに支障がある者（以下「要

介護者」という。）のある職員が、規則の定め



るところにより、当該要介護者を介護」と読み

替えるものとする。 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間

外勤務の制限） 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間

外勤務の制限） 

第８条の３ 第８条の３ 

２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が、

規則で定めるところにより、当該子を養育する

ために請求した場合には、当該請求をした職員

の業務を処理するための措置を講ずることが著

しく困難である場合を除き、第８条第２項に規

定する勤務（災害その他避けることのできない

事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において

同じ。）をさせてはならない。 

 

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまで

の子のある職員が、規則で定めるところにより、

当該子を養育するために請求した場合には、当

該請求をした職員の業務を処理するための措置

を講ずることが著しく困難である場合を除き、

１月について24時間、１年について150時間を超

えて、第８条第２項に規定する勤務をさせては

ならない。 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまで

の子のある職員が、規則で定めるところにより、

当該子を養育するために請求した場合には、当

該請求をした職員の業務を処理するための措置

を講ずることが著しく困難である場合を除き、

１月について24時間、１年について150時間を超

えて、第８条第２項に規定する勤務（災害その

他避けることのできない事由に基づく臨時の勤

務を除く。）をさせてはならない。 

４ 第１項及び前項の規定は、第15条第１項に規

定する日常生活を営むのに支障がある者を介護

する職員について準用する。この場合において、

第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員（職員の配偶者で当該子の親である

ものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下この項において同じ。）に

おいて常態として当該子を養育することができ

るものとして規則で定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）が、規則で定めると

ころにより、当該子を養育」とあるのは「第15

条第１項に規定する日常生活を営むのに支障が

ある者（以下「要介護者」という。）のある職

員が、規則で定めるところにより、当該要介護

者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深

夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をい

う。）における」と、前項中「小学校就学の始

期に達するまでの子のある職員が、規則で定め

るところにより、当該子を養育」とあるのは「要

介護者のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と読み替えるものと

する。 

３ 前２項の規定は、第15条第１項に規定する日

常生活を営むのに支障がある者を介護する職員

について準用する。この場合において、第１項

中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、

深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間を

いう。以下この項において同じ。）において常

態として当該子を養育することができるものと

して規則で定める者に該当する場合における当

該職員を除く。）が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育」とあるのは「第15条第１項

に規定する日常生活を営むのに支障がある者

（以下「要介護者」という。）のある職員が、

規則で定めるところにより、当該要介護者を介

護」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午

後10時から翌日の午前５時までの間をいう。）

における」と、前項中「小学校就学の始期に達

するまでの子のある職員が、規則で定めるとこ

ろにより、当該子を養育」とあるのは「要介護

者のある職員が、規則で定めるところにより、

当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

５ 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に ４ 前３項に規定するもののほか、勤務の制限に



関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事

項は、規則で定める。 

関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事

項は、規則で定める。 

（特別休暇） （特別休暇） 

第14条  第14条  

２  ２  

(15) 小学校就学の始期に達するまでの子（配

偶者の子を含む。以下この号において同じ。）

を養育する職員が、その子の看護（負傷し、若

しくは疾病にかかったその子の世話を行うこ

と又は疾病の予防を図るためにその子に予防

接種若しくは健康診断を受けさせることをい

う。）のため勤務しないことが相当であると

認められる場合 １つの年において５日（そ

の養育する小学校就学の始期に達するまでの

子が２人以上の場合にあっては、10日）の範

囲内の期間 

(15) 小学校就学の始期に達するまでの子（配

偶者の子を含む。）を養育する職員が、その

子の看護（負傷し、又は疾病にかかったその

子の世話を行うことをいう。）のため勤務し

ないことが相当であると認められる場合 １

つの年において５日の範囲内の期間 

(16) 次条第１項に規定する日常生活を営むの

に支障がある者（以下この号において「要介

護者」という。）の介護、要介護者の通院等

の付添い、要介護者が介護サービスの提供を

受けるために必要な手続の代行その他の要介

護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を

行うため勤務しないことが相当であると認め

られる場合 １つの年において５日（要介護

者が２人以上の場合にあっては、10日）の範

囲内の期間 

 

(17) (略)  (16) (略)  

(18) (略)  (17) (略)  

(19) (略)  (18) (略)  

(20) (略) (19) (略) 

(21) (略) (20) (略) 

  

（春日部市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 春日部市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年条例第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

 (1) 次の表中、改正前の欄の号の表示及びそれに対応する改正後の欄の号の表示に下線が

引かれた場合にあっては、当該改正前の欄の号を当該改正後の欄の号とする。 

 (2) 次の表中、改正前の欄の号に対応する改正後の欄の号が存在しない場合にあっては、

当該改正前の欄の号を削る。 

 (3) 次の表中、改正後の欄の条に対応する改正前の欄の条が存在しない場合にあっては、

当該改正後の欄の条を加える。 



 (4) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条  第２条  

 (１) 非常勤職員 

 (２) 臨時的に任用される職員 

(１) (略) (３) (略) 

(２) (略) (４) (略) 

 (５) 育児休業により養育しようとする子につ

いて、配偶者が育児休業法その他の法律によ

り育児休業をしている職員 

 (６) 前号に掲げる職員のほか、職員が育児休

業により養育しようとする子を当該職員以外

の当該子の親が常態として養育することがで

きる場合における当該職員 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定

める期間） 

 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項ただし書の

条例で定める期間は、57日間とする。 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定

める特別の事情） 

（再度の育児休業をすることができる特別の事

情） 

第３条  第３条  

(１) 育児休業をしている職員が産前の休業を

始め、若しくは出産したことにより当該育児

休業の承認が効力を失い、又は第５条に規定

する事由に該当したことにより当該育児休業

の承認が取り消された後、当該産前の休業若

しくは出産に係る子若しくは同条に規定する

承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等によ

り職員と別居することとなったこと。 

(１) 育児休業をしている職員が産前の休業を

始め、若しくは出産したことにより当該育児

休業の承認が効力を失い、又は第５条第２号

に掲げる事由に該当したことにより当該育児

休業の承認が取り消された後、当該産前の休

業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定

する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等

により職員と別居することとなったこと。 

(４) 育児休業（この号の規定に該当したこと

により当該育児休業に係る子について既にし

たものを除く。）の終了後、３月以上の期間

を経過したこと（当該育児休業をした職員が、

当該育児休業の承認の請求の際育児休業によ

り当該子を養育するための計画について育児

休業等計画書により任命権者に申し出た場合

に限る。）。 

(４) 育児休業（この号の規定に該当したこと

により当該育児休業に係る子について既にし

たものを除く。）の終了後、当該育児休業を

した職員の配偶者（当該子の親であるものに

限る。）が３月以上の期間にわたり当該子を

育児休業その他の規則で定める方法により養

育したこと（当該職員が、当該育児休業の請

求の際両親が当該方法により当該子を養育す

るための計画について育児休業等計画書によ

り任命権者に申し出た場合に限る。）。 

(５) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこ

と、配偶者と別居したことその他の育児休業

の終了時に予測することができなかった事実

(５) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこ

と、配偶者と別居したことその他の育児休業

の終了時に予測することができなかった事実



が生じたことにより当該育児休業に係る子に

ついて育児休業をしなければその養育に著し

い支障が生じることとなったこと。 

が生じたことにより当該育児休業に係る子に

ついて再度の育児休業をしなければその養育

に著しい支障が生じることとなったこと。 

（育児休業の承認の取消事由） （育児休業の承認の取消事由） 

第５条 育児休業法第５条第２項の条例で定める

事由は、育児休業をしている職員について当該

育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承

認しようとするときとする。 

第５条 育児休業法第５条第２項の条例で定める

事由は、次に掲げる事由とする。 

 (１) 職員が育児休業により養育している子を

当該職員以外の当該子の親が常態として養育

することができることとなったとき。 

 (２) 育児休業をしている職員について当該育

児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承

認しようとするとき。 

（育児短時間勤務をすることができない職員） （育児短時間勤務をすることができない職員）

第９条  第９条  

 (１) 非常勤職員 

 (２) 臨時的に任用される職員 

(１) (略) (３) (略) 

(２) (略) (４) (略) 

 (５) 育児短時間勤務（育児休業法第10条第１

項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同

じ。）をすることにより養育しようとする子

について、配偶者が育児休業法その他の法律

により育児休業をしている職員 

 (６) 前号に掲げる職員のほか、職員が育児短

時間勤務をすることにより養育しようとする

時間において、育児短時間勤務をすることに

より養育しようとする子を当該職員以外の当

該子の親が養育することができる場合におけ

る当該職員 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し

て１年を経過しない場合に育児短時間勤務を

することができる特別の事情） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し

て１年を経過しない場合に育児短時間勤務を

することができる特別の事情） 

第10条  第10条  

(１) 育児短時間勤務（育児休業法第10条第１

項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同

じ。）をしている職員が産前の休業を始め若

しくは出産したことにより当該育児短時間勤

務の承認が効力を失い、又は第13条第１号に

掲げる事由に該当したことにより当該育児短

時間勤務の承認が取り消された後、当該産前

の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に

規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁

組等により職員と別居することとなったこ

(１) 育児短時間勤務をしている職員が産前の

休業を始め若しくは出産したことにより当該

育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第

13条第２号に掲げる事由に該当したことによ

り当該育児短時間勤務の承認が取り消された

後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若

しくは同号に規定する承認に係る子が死亡

し、又は養子縁組等により職員と別居するこ

ととなったこと。 



と。 

(４) 育児短時間勤務の承認が、第13条第２号

に掲げる事由に該当したことにより取り消さ

れたこと。 

(４) 育児短時間勤務の承認が、第13条第３号

に掲げる事由に該当したことにより取り消さ

れたこと。 

(５) 育児短時間勤務（この号の規定に該当し

たことにより当該育児短時間勤務に係る子に

ついて既にしたものを除く。）の終了後、３

月以上の期間を経過したこと（当該育児短時

間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の

承認の請求の際育児短時間勤務により当該子

を養育するための計画について育児休業等計

画書により任命権者に申し出た場合に限

る。）。 

(５) 育児短時間勤務（この号の規定に該当し

たことにより当該育児短時間勤務に係る子に

ついて既にしたものを除く。）の終了後、当

該育児短時間勤務をした職員の配偶者（当該

子の親であるものに限る。）が３月以上の期

間にわたり当該子を育児休業その他の規則で

定める方法により養育したこと（当該職員が、

当該育児短時間勤務の請求の際両親が当該方

法により当該子を養育するための計画につい

て育児休業等計画書により任命権者に申し出

た場合に限る。）。 

（育児短時間勤務の承認の取消事由） （育児短時間勤務の承認の取消事由） 

第13条  第13条  

 (１) 職員が育児短時間勤務により養育してい

る子を、当該育児短時間勤務をすることによ

り養育している時間に、当該職員以外の当該

子の親が養育することができることとなった

とき。 

(１) (略)  (２) (略)  

(２) (略)  (３) (略)  

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第17条 育児休業法第19条第１項の条例で定める

職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条

の規定による短時間勤務をしている職員とす

る。 

第17条 育児休業法第19条第１項の条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

 (１) 非常勤職員（地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第28条の５第１項に規定する短時

間勤務の職を占める職員を除く。） 

 (２) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の

規定による短時間勤務をしている職員 

 (３) 部分休業により養育しようとする子につ

いて、配偶者が育児休業法その他の法律によ

り育児休業をしている職員 

 (４) 前号に掲げる職員のほか、職員が部分休

業により養育しようとする時間において、養

育しようとする子を当該職員以外の当該子の

親が養育することができる場合における当該

職員 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第18条 部分休業（育児休業法第19条第１項に規

定する部分休業をいう。以下同じ。）の承認は、

第18条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始

め又は終わりにおいて、30分を単位として行う



正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30

分を単位として行うものとする。 

ものとする。 

  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、平成２２年６月３０日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を早出遅出勤務開始日とする第

１条の部分による改正後の春日部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第８条の

２の規定による請求、同条例第８条の３第２項の規定による請求又は施行日以後の日を時

間外勤務制限開始日とする同条第３項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前

においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。 

３ 施行日前に第２条の部分による改正前の春日部市職員の育児休業等に関する条例第３条

第４号又は第１０条第５号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ第

２条の部分による改正後の春日部市職員の育児休業等に関する条例第３条第４号又は第 

１０条第５号の規定により職員が申し出た計画とみなす。 

 

 


